
みやま市配食サービス事業業務委託に係る公募型プロポーザルに関

する質問の回答について 

 

みやま市配食サービス事業業務委託に係る公募型プロポーザルについて参加希望業者

から次のような質問が上げられましたので回答しております。 

 

質問① 

みやま市配食サービス事業業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

５．提出書類、提出期限、提出場所、提出方法等 

（２）企画提案関係 

①提出書類 

（オ）管理栄養士又は栄養士免許証の写し ····························· 原本１

部、副本６部 

ただし、事業所に栄養士等を配置しない場合は、献立表の作成を栄養士等の所属する

事業所に委託することで、栄養士等の配置に替えることができるものとします。 

とありますが、本事業所は FC 事業となっており、本部で一括調理加工している場合は

どのようなものを写しとして提出すればよいのか。本部の管理栄養士の資格証を出すこ

とは可能です。 

 

回答：本部の管理栄養士の資格証の写しを提出することで問題ありません。 

 

質問② 

（様式第４号）企画提案書 

経営規模・経営比率等の総売上高の記載は今期の途中（2025 年 6 月～12 月時点）のも

のでよろしいでしょうか。前期分になりますでしょうか。 

 

回答：前年度（令和６年度）の決算の売上高を記載して下さい。 

 

 

 

 

 

 



質問③ 

（様式第５号）企画提案書 

４.問題発生時の体制 ③災害時の対応 

災害時とは各種災害において想定すべきケースが様々であり、その災害ごとに対応が異

なるかと思われますがどの程度想定すればよいのでしょうか。 

 

回答：災害が起こった時の配食の対応の仕方について記載して頂ければよろしいかと思

います。 

記載例）災害時、事前に把握できる災害（大雨、大雪、台風等）について当日の配達が

できないと判断した場合は市役所へ連絡し、その後利用者様へすみやかに連絡致します。

また、事前に把握できない災害については状況に応じて市役所へ連絡し、連携して配食

について判断したいと思います。 

 

質問④ 

みやま市配食サービス事業業務委託仕様書 

９．委託料の支払いについて 

委託料は、配食数に応じて１か月単位で支払うものとし、市は受注者からの請求書を

受理したあとに、委託料を支払う。 

１０.コーディネートについて 

（３）配食の利用実績の報告について 受注者は１か月の業務の実績報告として、請求

書及び配食状況の確認が出来る書類を、翌月１０日までに市に報告するものとする。

とありますが 請求書及び書類報告後どれくらいで入金されるのでしょうか。 

 

回答：請求書等の書類が届いてから内容を精査し口座の振り込みを行う事務処理をし

ております。基本的に振り込み日は毎月３回あり、その支払日に間に合うように処理

が完了すれば以下のように口座振り込みを行っております。 

 

５日までに事務処理が完了 →１５日に口座に振り込み 

１５日までに事務処理が完了 →２５日に口座に振り込み 

２５日までに事務処理が完了 →翌月５日に口座に振り込み 

 

※土日を挟む場合は上記３回の振り込み日は前後することがあります。書類が届いて内

容を精査するまで２～３日かかりますのでご了承下さい。 

 

 

 



質問⑤ 

みやま市配食サービス事業業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

３．参加資格要件 

（３）令和７・８年度みやま市競争入札参加資格者名簿に登載された者 

に登録するため、これから申請するというものでよいとの認識でよろしいか？ 

 

回答：令和７・８年度みやま市競争入札参加資格者名簿ですが登録は令和７年６月で

終了しています。随時の登録はしておりませんので 

３．参加資格要件（５）に記載されてある①～④までの書類の提出をお願いして

おります。 

 

質問⑥ 

法人格ではなく個人事業で運営していますが、法人個人が選定審査に影響はあります

か？ 

 

回答：法人か個人かで選定審査に影響はありません。 

 

質問⑦ 

配食サービスの実績や配送の人員が選定審査に影響はありますか？ 

 

回答：配食サービスの実績を選定審査に反映させることはありませんが、配送人員につ

いて配送が難しいような人員配置であるなら選定審査に影響が出ることはあります。 

 

質問⑧ 

３．参加資格要件（５）に記載されてある②商業登記簿謄本又は登記事項証明書

は個人店であるため持ち合わせていません。また、③財務諸表（貸借対照表

等）※直近の決算分 については令和７年９月に開店しているため持ち合わせ

ていません。どのようにしたらよいか？ 

 

②商業登記簿謄本又は登記事項証明書については個人店で経営をしている方の

身分証明書をお住いの市役所窓口で取得し提出して下さい。 

③財務諸表（貸借対照表等）※直近の決算分 について、まだ開店して間もな

く持ち合わせていないということならば提出の必要はございません。 


